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医薬品・救護備品等管理業務 
 
１．業務名称 
　　高知龍馬マラソン２０２７医薬品・救護備品等管理業務 
 
２．業務スケジュール 
　＜前日まで（令和９年２月 20 日（土））＞ 

・医薬品・医療備品等の手配 
・救護備品の手配 
・各救護所・車いすスタッフテント・救護車別の医薬品・医療備品・救護備品等の仕分

けと当日の配送準備 
・救護車の医薬品等を高知市役所地下駐車場に搬入する。（時間は委託者と調整） 

　＜当日（令和９年２月 21 日（日））＞ 
　　・各救護所・車いすスタッフテントに医薬品・医療備品・救護備品等を運搬・搬入す

る。（時間・場所は委託者と調整） 
　　・レース終了後の救護所・車いすスタッフテントから順次、医薬品・医療備品・救護

備品等を回収する。 
 
３．委託業務内容 
　　医薬品・救護備品等管理業務 
（１）業務内容 
　　①医薬品・医療備品の手配 
　　②ＡＥＤの手配 
　　③毛布の手配 
　　④車いすの手配 
　　⑤担架の手配 
　　⑥備品倉庫（旧高知県立高知南中学校・高等学校セミナーハウス１階食堂（高知市桟橋 

通６丁目２－１））の管理 
・各救護所別に医薬品・医療備品・救護備品等を仕分けする。 
・同倉庫には給水備品、コース管理備品も保管しているため、医薬品・医療備品等と 
同様に仕分け作業を実施すること。 

・倉庫の利用は原則平日８時 30 分～17 時 15 分までとし、鍵の収受は県スポーツツ 
ーリズム課内で実施すること。 

・大会直前等の土日祝日または夜間に仕分け業務が発生する場合は事前に事務局と 
協議のうえ許可を得ること。 

・利用ルールの詳細については事前に事務局と確認し、そのルールを遵守すること。 
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　　　　※仕分け期間中の倉庫管理業務を含む。 
　　⑦大会前日、救護車の医薬品等を高知市役所地下駐車場に納入する。 

⑧大会当日、救護スタッフが集合する前に、各救護所・車いすスタッフテントに医薬

品・医療備品・救護備品を運搬・搬入する。（時間・場所は委託者と調整） 
（前回大会実績：救護所 20 箇所、車いすスタッフテント６箇所） 

⑨レース終了後の救護所・車いすスタッフテントから順次、搬入物を回収する。 
 
（２）業務における留意点 
　　①医薬品・医療備品の内容、数量については委託者と調整すること。 

②ＡＥＤ、毛布、車いす、担架の数量については委託者と調整すること。 
③医薬品等の手配について医療関係者の確認文書等が必要な場合は委託者と調整する

こと。 
④医薬品・医薬備品・救護備品等の各救護所・車いすスタッフテント・救護車別の仕分

けの際、委託者が提供する救護スタッフジャンパー、救護スタッフ用ゼッケン、救護

所内表示等の備品を併せて仕分けすること。 
⑤備品の仕分けには、各救護所で必要な備品の内容及び数量に相違がないよう計測し、

事務局に報告すること。また、大会終了後は各救護所毎の備品の残数を計測し、大会

当日の使用数が分かるようにすること。 
　※給水備品についても同様の対応を求めるものとする。 
⑥事業完了時には業務上の課題の把握及び改善点・在庫状況を実績報告にて報告するこ

と。 
 

４．医薬品、救護備品品名・数量等 
 

Ｎｏ 品名・規格 数量 適要

 1 医薬品 委託者と調整

 2 医薬備品 委託者と調整

 3 ＡＥＤ 

ア　医療機器として薬機法に基づく厚生

労働大臣の承認を得ており、過去の使

用事例において安全性が確認されて

いる機器であること。 

イ　非医療従事者に対しても使用が認め

られ、速やかに操作ができる機器であ

ること。 

ウ　出力は二相性波形（バイフェージッ

ク）であること。 

エ　日本版救急蘇生ガイドライン 2020 に

120 台 数量は変更あり
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※上記の表に記載している品名及び数量は、大会の準備状況により、変更・増減がある。 

 

 

以上、本業務は本仕様に基づき実施することを基本とするが、本仕様に定めのない事項又

は同内容を変更して実施する場合は、委託者と協議のうえ、実施すること。

 対応した機器であること。 

オ　常時、正常な状態で使用可能なセルフ

テスト機能を有し、使用の可否につい

て体上で確認できる機器であること。 

カ　本体の切替スイッチ及び切替キー、又

は電極パッドの切替により、成人モー

ドと小児モードの変更ができる機器

であること。 

キ　電極パッドは、本体に接続された状態

で保管されていること。 

ク　手配するうち 120 台中約 60 台は、使

用者がＡＥＤを背中に背負い業務を

行うため、ＡＥＤを収納でき、背負え

るリュック等を手配すること。 

ケ　付属品として、次のものを含むこと。 

①専用キャリングケース 

②複数運搬用ケース 

③本体用バッテリー １式 

④電極パッド ２組 

⑤その他標準的な附属品

 4 毛布 400 枚 数量は変更あり

 5 車いす 60 台 数量は変更あり

 6 バックストラップスパインボード ４台 数量は変更あり

 7 軽量携帯用折りたたみ担架 20 台 数量は変更あり

 8 防災用担架エアーストレッチャーレイズロー

バル

２台 数量は変更あり


